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介護サービス費の負担割合と納付書の送付等について

問合せ／保健センター 992-3170保健センターのお知らせ

住民ほけん課のお知らせ

　一定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がん検診及び乳がん検診に関する検診手帳と検診費用が無料
となるクーポン券を送付します。がんに関する正しい健康意識の普及啓発を図るとともに、受診促進を図
ることを目的として、国の方針に基づき、全国一律の基準で実施します。
　下記の対象者の方には、６月下旬に個別に通知します。
（１）子宮頸がん検診の対象年齢女性

（２）乳がん検診の対象年齢女性

【介護サービス費の負担割合について】
　介護保険制度は、皆さまが介護や社会的支援を必要とする状態になったとき、自立した日常生活を営む
ことができるように、介護サービスの提供を行う制度です。
　制度を運営するために、サービスを利用した方には費用の10％を負担していただき、残りの90％分（介
護給付費）を皆さまからの保険料と国・県・町の公費で負担しています。（次の表を参照してください。）

　

【納付書の送付等について】
　第1号被保険者の保険料額は、平成21年度から平成23年度までに見込まれる介護給付費の20％を65歳
以上の方の人数で割り、1人当たり年間49,020円(基準額)の負担が必要と積算しました。その基準額をも
とに収入に応じて9段階の保険料額を定めています。
　納付方法は、納付書や口座振替で納めていただく「普通徴収」と、年金から天引きの「特別徴収」の2
種類があります。
　普通徴収の方には、7月上旬に平成22年度分の納付書を送付します。なお、特別徴収の方には、9月上旬
に特別徴収開始通知書を送付します。
　第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料や国民健康保険税と一体で納めていただいています。
　制度に関してご理解をいただき、納め忘れのないようにお願いします。

女性特有のがん検診無料クーポン券について

年　齢 生　年　月　日
２０歳 平成　元年４月２日　～　平成　２年４月１日
２５歳 昭和５９年４月２日　～　昭和６０年４月１日
３０歳 昭和５４年４月２日　～　昭和５５年４月１日
３５歳 昭和４９年４月２日　～　昭和５０年４月１日
４０歳 昭和４４年４月２日　～　昭和４５年４月１日

年　齢 生　年　月　日
４０歳 昭和４４年４月２日　～　昭和４５年４月１日
４５歳 昭和３９年４月２日　～　昭和４０年４月１日
５０歳 昭和３４年４月２日　～　昭和３５年４月１日
５５歳 昭和２９年４月２日　～　昭和３０年４月１日
６０歳 昭和２４年４月２日　～　昭和２５年４月１日

利用者負担（10％） 65歳以上の方の
保険料（20％）

40歳から
64歳までの方の
保険料（30％）介護給付費（90％）

公費
（50％）

介護サービス費の負担割合 介護給付費の財源内訳

※平成21・22年度は、保険料の一部に国からの交付金が充てられています。

　介護給付費の50％は、65歳以上の方（第1号被保険者）と40歳から64歳までの方（第2号被保険者）の
保険料でまかなっています。


